
～若者おかや暮らし応援事業～

若者移住者の

賃貸住宅家賃の一部を補助します！!

賃貸住宅家賃の1/2以内

※賃貸住宅家賃…賃貸借契約に定められた賃借料（管理費、共益費、駐車場使用料を除く）の月額となります。

長野県 岡谷市（おかやし）
【お問合せ】
企画政策部 地域創生推進課

長野県岡谷市幸町８番１号
TEL 0266-23-4811
E-mail sousei@city.okaya.lg.jp

24ヶ月分
支給します

若者おかや暮らし 検索

※詳細は岡谷市ホームページをご覧ください。

補助対象者の主な要件

（１）１８歳以上２９歳以下の学生または勤労者で、転入して3か月以内。

（２）単身世帯、夫婦ともに29歳以下の世帯、世帯員に子を含む独身者。

（３）勤務先などより住居手当の支給がないこと。

※その他の要件等の詳細は、裏面及びホームページをご覧ください。

＜学生の場合＞
（４）年１回以上、自身のSNS等を利用し不特定多数の者に公開して岡谷市のPRを行うこと。
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（１）１８歳以上２９歳以下の学生または勤労者で、転入して3か月以内。

（２）単身世帯、夫婦ともに２９歳以下の世帯、世帯員に子を含む独身者。

（３）認定申請日において、２年以上本市に居住する意思があること。

（４）民間賃貸住宅の家賃のほか、市税を滞納していないこと。

（５）他の公的制度による家賃助成のほか、勤労者の場合は勤務先の事業所等より住宅手当

が支給されていないこと。
＜学生の場合＞

（６）市主催の行事やイベント等へ年１回以上参加し、 自身のSNS等を利用し不特定多数
の者に公開して岡谷市のシティプロモーションを行うこと。

補助対象者の要件

《提出書類》

（１）受給資格認定申請書（様式第１号）

（２）賃貸借契約書の写し（賃貸住宅の家賃が分かるもの）

（３）世帯全員分の住民票の写し

（４）学生証の写し（学生）

（５）世帯全員分の保険証の写し

（６）就労証明書 兼 住宅手当不支給証明書（様式第１号の２） ＊勤労者のみ

（７）誓約書（様式第１号の３）

補助金申請の流れ

１ 受給資格認定申請 以下の書類を全て揃え、窓口（平日 8:30～17:15）に提出して下さい。

各年度の3月31日又は受給認定期間の満了日から30日以内のいずれか早い日までに補助

金の交付申請及び実績報告を提出して下さい。

３ 交付申請兼実績報告

《提出書類》

（１）補助金交付申請書兼実績報告書（様式第６号）

（２）シティプロモーション活動実績報告書（様式第６号の２）＊学生のみ

（３）家賃を支払ったことを証明できる書類

（４）就労証明書（勤労者）又は在学証明書（学生）

（５）納税証明書（勤労者）

⇒書類を確認し、補助金交付決定通知書(様式第７号）を通知します。

４ 補助金の請求

○補助金支給請求書（様式第８号）を提出してください。提出後、指定口座へ当該年度

の居住にかかる家賃に対する補助金をお振込みします。

２ 受給資格認定決定 認定申請した月から連続した24ヶ月間を補助金の受給認定期間とします。

○受給資格認定通知書（様式第2号）により通知します。


